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綠
岡
未
墾
地
開
放
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

昭
和
二
十
五
年
三
月
四
日 

提
出
者 

山 

口 

武 

秀 

衆

議

院

議

長 

幣 

原 
喜 

重 

郞 

殿 



茨
城
県
東
茨
城
郡
綠
岡
村
御
茶
園
の
民
有
地
約
十
三
町
歩
に
つ
い
て
、
同
村
三
塚
参
之
助
外
十
六
名
よ
り
入
植
及
び
増
反

の
た
め
開
拓
の
希
望
が
あ
り
、
申
入
れ
が
な
さ
れ
た
の
で
、
茨
城
県
農
地
委
員
会
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日
買
收

計
画
を
つ
く
り
、
昭
和
二
十
三
年
三
月
二
日
、
う
ち
八
町
一
反
余
の
買
收
を
決
定
し
た
。
の
ち
そ
の
一
部
に
つ
い
て
所
有
者

か
ら
訴
願
が
あ
つ
た
が
、
同
年
七
月
二
日
訴
願
は
却
下
さ
れ
、
八
町
一
反
余
の
買
收
は
確
定
し
た
。 

未
墾
地
の
開
放
問
題
は
、
農
地
改
革
の
精
神
に
よ
つ
て
、
推
進
さ
れ
、
処
理
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
次
の
綠
岡

村
の
場
合
に
お
い
て
は
、
と
か
く
の
風
評
も
あ
り
、
他
の
動
因
に
よ
つ
て
処
理
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
な
い
か
と
も
考

え
ら
れ
る
の
で
、
質
問
し
た
い
。 

な
お
、
こ
の
土
地
に
つ
い
て
の
開
拓
希
望
者
は
、
審
査
の
結
果
不
適
格
者
が
除
か
れ
、
県
の
意
見
に
よ
り
新
加
入
者
も
加

え
て
、
十
二
名
の
開
拓
組
合
が
昭
和
二
十
三
年
五
月
十
二
日
茨
城
県
知
事
よ
り
認
可
さ
れ
、
同
日
、
同
月
二
十
日
、
六
月
十

六
日
の
三
回
に
わ
た
つ
て
そ
の
土
地
の
仮
配
分
が
県
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
。 

綠
岡
未
墾
地
開
放
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



と
こ
ろ
が
、
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
に
至
り
、
突
然
開
放
地
の
う
ち
約
三
町
歩
は
既
に
昭
和
二
十
三
年
一
月
十
三
日
に
当

時
開
拓
を
希
望
し
た
が
不
適
格
と
し
て
除
外
さ
れ
た
人
々
に
転
売
さ
れ
、
登
記
も
す
ん
で
い
る
と
一
委
員
が
言
い
出
し
、
昭

和
二
十
五
年
三
月
二
日
の
県
農
地
委
員
会
に
お
い
て
、
約
三
町
歩
の
う
ち
約
一
町
歩
は
そ
の
ま
ま
、
約
二
町
歩
は
白
紙
に
す

る
と
の
議
決
を
み
た
。
更
に
他
の
五
町
歩
に
つ
い
て
は
再
審
議
す
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
法
律
上
か
ら
い
つ
て 

も
、
多
く
言
う
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
点
を
仮
り
に
お
く
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
県
農
地
委
員
会
の
態
度
は
農
地
改
革
の

精
神
か
ら
み
て
、
根
本
か
ら
違
つ
て
い
る
と
思
う
。 

開
拓
組
合
員
は
こ
の
土
地
を
開
拓
し
、
家
屋
も
た
て
、
す
で
に
二
、
三
回
の
收
穫
も
得
て
、
今
日
に
至
つ
て
い
る
の
で
あ

る
。 現

に
入
植
し
て
開
拓
し
、
増
産
に
つ
と
め
て
い
る
農
家
の
存
在
が
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
入
植
者
及
び
増
反
者
か
ら
耕

作
権
を
奪
い
と
る
こ
と
自
体
が
不
可
能
の
こ
と
に
属
し
、
ま
た
絶
対
に
行
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
開
拓

者
に
そ
の
営
農
も
生
活
も
支
障
を
き
た
さ
せ
ず
、
保
護
す
る
立
場
か
ら
考
え
、
処
理
し
、
必
要
な
ら
ば
新
ら
し
い
手
続
も
と 

四 

 



 

五 

る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。 

政
府
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
調
査
し
、
茨
城
県
に
お
い
て
、
正
し
い
解
決
へ
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。
更
に
農
地

問
題
の
処
理
に
つ
い
て
と
か
く
の
風
評
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
こ
と
は
な
い
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る 
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